
指定管理施設雇用区分確認表

・ 指定管理者※１と職員の間に期間の定めの無い雇用契約がある。
・ 賃金（労働に対する報酬）が指定管理者から職員へ直接支払われている。

正規職員

※０ 区における施設職員の区分を示すものであるため、指定管理者内の取扱や名称と異なる場合があります。
※１ 指定管理者には、代表団体のほか、構成団体を含みます。
※２ 指定管理者の常勤職員だが、常に指定管理施設で勤務していない場合は、非常勤職員とします。（曜日によって勤務地が異なる等）
※３ 指定管理者（本社）の就業規則に定める週の勤務時間が４０時間と異なる場合は、その時間を常勤／非常勤の区分の時間とします。
※４ 月１回にも満たない不定期の事業等に参加する講師等は、非常勤職員として計上しないこととします。
※５ 職員の定着率（退職者数の計上）については、正規の常勤職員で算定します。

非常勤職員※４

その他業務委託
（受付委託など）

派遣職員
（派遣会社経由）

契約職員
（有期雇用）

シルバー人材
（政策目的随契）

正規職員以外

常勤職員※５

当該指定管理施設※２で

週４０時間以上※３

勤務している。

非常勤職員※４常勤職員

当該指定管理施設※２で

週４０時間以上※３

勤務している。

いいえ

いいえ

はい

はい


